
 

 

 

 

 

 

教 育 目 標 
ふるさと旭を愛し、未来をたくましく生き抜く生徒の育成 

～継承と創造をテーマとしたウェルビーングな学校づくりを通して～ 

 

（１）目指す学校像 

  ①居心地のよい学校 

   ・安心して楽しく過ごすことができる 

   ・環境を整え、清掃が行き届いている 

  ②信頼される学校 

   ・生徒や保護者、地域の方が誇りを持てる 

   ・学校評価を真摯に受け止め、工夫・改善する 

 

（２）目指す生徒像 

  ①「ひ」広く、美しい心の生徒 

   ・優しく、相手のことを考え、協力し合える 

   ・多様性を理解し、共生することができる 

  ②「か」賢く、向上心のある生徒 

   ・主体的、対話的な学習に取り組める 

   ・自ら課題を見いだし、学びを生活に生かせる 

  ③「た」逞しく、躍動する生徒 

   ・夢や目標達成のために努力できる 

   ・健康と体力の増進や安全に留意できる 

 

（３）目指す教員像 

  ①誠実に対応できる教職員 

  ②生徒や保護者、大切にできる教職員 

  ③自らの指導を工夫・改善できる教職員 

部活動の基本方針 
１ 適切な部活動参加 

（１）生徒は原則として全員加入 

   ただし、クラブチームへの参加等、他に目的がある場合には、本人及び保護者との相談のもと

無所属も許可する。 

（２）退部・転部に関する体制の構築 

退部や転部等の対応は、本人、保護者、顧問間で連絡を密にし、対応する。 

 

２ 適切な運営のための体制整備 

（１）活動計画等の策定 

   各顧問は、年間の活動計画（活動日・休養日及び参加予定大会等）並びに毎月の活動計画を作成

し、校長に提出する。 

      また、各部の年間の活動計画、毎月の活動計画等を所属する部活動の生徒及び保護者へ文書に

て知らせる。 

（２）指導・運営に係る体制の構築 

   校長は、部活動が学校教育の一環であることを踏まえ、部活動数の精選や顧問の配置等、学校

の校務全体が効率的・効果的に実施されるよう考慮する。 

      また、各部の活動内容を把握するとともに、各種通知を踏まえ、法令に則り、指導内容の充実、

生徒の安全の確保を図るとともに教員の勤務時間管理等を行う。 

 

３ 適切な指導の実施 

（１）校長及び顧問は、スポーツ庁による「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」、文

化庁による「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」及び「旭市部活動の方針」に則

り、生徒の心身の健康管理や事故防止に万全を尽くすとともに、全職員の共通理解の下、体罰や

ハラスメントの根絶を徹底する。 

部活動の活動方針 
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（２）顧問は、次のことに配慮し指導を行う。 

  ①スポーツ医・科学の見地から、トレーニング効果を高めるためには、休養を適切に取ることが

必要であること、また、生徒のバランスのとれた健全な成長の確保の観点からも休養を適切に

取ることが必要であることを理解する。 

②過度の練習はスポーツ障害や外傷のリスクを高めてしまうこと、また、生徒の心身に負担を与

え、文化部活動以外の様々な活動に参加する機会を奪うこと等を正しく理解する。 

    ③生涯にわたってスポーツや芸術文化に親しむ基礎を培うことができるよう、生徒とのコミュニ

ケーションを十分に図り、生徒がバーンアウトすることなく活動を続けていけるよう留意する。 

 

４ 適切な休養日等の設定 

（１）適切な活動時間 

      平日の活動時間は、長くとも２時間程度とする。土曜日及び日曜日を含む学校の休業日は、長

くとも３時間程度とする。これを超えて活動する場合であっても、その前後の活動時間を短縮す

ること等により、過度にならないよう留意する。 

（２）休養日の設定 

      課業期間中は、平日に１日以上、週末に１日以上の、少なくとも週当たり２日以上の休養日を

設ける。週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。 

      長期休業中の休養日の設定は、課業期間中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な休養を取

ることができるよう、ある程度長期の休養期間を設ける。 

   祝日の部活動に関しては、原則として休養日として設定する。大会や練習会が開催される場合

は、事前に管理職に相談する。また、祝日が連続する場合は、休養日を適切に設けて対応する。 

（３）学校の実態に応じた休養日の設定 

      定期試験の際は、一定期間の休養日を設定する。また、学校全体の休養日（ノー部活動デー）を

計画的に設定する。 

 

５ けがや事故の防止 

（１）発達段階に応じた指導 

      生徒の健康観察を適切に行うとともに、各生徒の発達段階や体力、技術の習得状況等を把握し、

生徒にとって無理のない練習となるように留意する。   

また、専門的知見を有する保健体育科担当の教師や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人差

や成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を行う。 

   熱中症予防としては、活動場所ごとに暑さ指数を測定し、危険レベルに達した場合はすぐに活

動を中止するなど、細心の注意を払う。 

   また、体調等が優れない場合はすぐに申告できる雰囲気づくりに努める。 

（２）安全管理 

     活動場所の定期的な安全点検及び活動前後の点検活動を確実に行うとともに活動中の事故防止

に努める。 

万が一事故が発生した際は、学校の危機管理マニュアルに従い、速やかに対応する。 

（３）顧問不在時の対応 

   担当部活の顧問、副顧問がともに不在で指導の手立てがとれない場合は、原則活動休止とする。 

（４）校外での活動 

      校外で活動する場合（大会、練習試合等）は、事前に管理職の許可を得た上で、引率責任者がつ

くことを基本とする。 

 

６ その他 

（１）年度当初に保護者会を開催し、運営方針や年間計画、必要な経費等を説明し、保護者との信頼関

係の構築に努める。 

      また、保護者への情報提供や情報共有に努め、生徒の心身の状況を適切に把握し、効果的な指

導を推進する。 

（２）部員数によっては、他の学校との合同チームについて検討し、編制する際は、千葉県小中体連の

規程に準じる。 

（３）部活動運営上の共通理解事項（活動時の服装、下校時刻、用具の購入等）については、別に定め

る。 

                                                     


